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索引図森林計画図　長岡市（旧長岡市 202）

地理院タイル(標準地図)「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 3JHf 575」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

森林計画図は、森林計画制度の運営のために必要な森林資源の基礎資料として、空中写真等による間接調査方法により作成したものであり、林況及び所有界は実測及び確認を行っていません。従って、所有権、所有界、面積等土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではありません。 新潟県


